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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２３年１０月２７日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  石 川 敏 行 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２２年１０月３１日（日） １２時１５分ごろ 

発生場所 神奈川県三浦市三崎港  

三浦市所在の諸磯埼灯台から真方位２８５°５５０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°０９.４′ 東経１３９°３６.１′） 

事故調査の経過 平成２２年１１月１日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

遊漁船 第十八えいあん丸、１４.４９トン 

２３５－１３８６２、個人所有 

１１.９８ｍ（Lr）×３.３０ｍ×１.０６ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、３５３.０４kＷ、昭和５７年３月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ２９歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成１２年１０月６日 

免許証交付日 平成２１年１０月６日 

（平成２７年１０月５日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船首船底部亀裂及び破口、ビルジキール破損、シューピース破損、舵板及

び舵頭材曲損、プロペラシャフト曲損等 

 事故の経過 

 

本船は、船長が１人で乗り組み、係留場所に戻るため、台風の接近に備

えて避泊していた三崎港油壺湾を出航し、三崎港南防波堤灯台北西方沖に

至ったとき、本船のあとに同湾を出航した父親が１人で乗り組んだ漁船

（以下「親族の船」という。）の機関が停止して航行不能となったとの無線

連絡を受け、救助のために現場へ向かった。 

船長は、三崎港諸磯湾口南方の岩礁の近くで漂流していた親族の船に近

づいてえい
．．

航索を渡したのち、本船の機関を後進にかけてえい航
．．．

しようと

したものの、親族の船が岩礁に乗り揚げていて全く動かず、このままえい
．．

航作業を継続すると本船も岩礁に乗り揚げると思い、直ちに機関を中立と

し、えい
．．

航索を外すため、操舵室を出て船首甲板に向かった。 

本船は、機関を後進にかけたのちに中立としたことによるえい
．．

航索の反

動と北の風により、親族の船の方へ圧流され、平成２２年１０月３１日１

２時１５分ごろ、岩礁に乗り揚げた。 

本船及び親族の船は、自力で離礁できず、父親が海上保安庁に通報し、

来援した僚船に引き出され、三浦市所在の造船所にえい
．．

航された。 
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 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北北東、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約１～１.５ｍ、潮汐 高潮時、潮高 約１.２ｍ 

本事故発生時、関東海域北部には海上強風警報及び海上暴風警報が発表

されていた。 

その他の事項 船長は、本事故発生場所には岩礁が広がっていることを知っていたの

で、日頃から接近しないように航行していた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

本船は、三崎港において、同港諸磯湾口南方の

岩礁に乗り揚げて航行不能となった親族の船を機

関を後進にかけてえい
．．

航作業中、えい
．．

航が困難と

なり、本船の乗揚げを防止しようとして機関を中

立としたことから、えい
．．

航索の反動と北の風に圧

流されて同岩礁に乗り揚げたものと考えられる。 

船長が、早期に海上保安庁に救助要請を行って

いれば、本事故の発生を回避できた可能性がある

と考えられる。 

原因  本事故は、本船が、三崎港において、同港諸磯湾口南方の岩礁に乗り揚

げて航行不能となった親族の船を機関を後進にかけてえい
．．

航作業中、えい
．．

航が困難となり、本船の乗揚げを防止しようとして機関を中立としたた

め、えい
．．

航索の反動と北の風に圧流されて同岩礁に乗り揚げたことにより

発生したものと考えられる。 

 




